
5

13 3,540 3,810 △270

14 785 786 △1

18 20 120 △100

13 01 08 04 12 02 志津公民館施設使用料 1 1 0

20 05 04 01 13 06 コピー機使用料 150 150 0

20 05 04 01 13 25 自動販売機設置電気料 38 38 0

差引一般財源 7,809 7,953 △144

　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
5年間計画額

当初予算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初要求額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２６年度  一般会計 予算見積 事業別概要書（当初）
9. 教育費 6. 志津公民館管理運営事業

5. 社会教育費

3. 公民館費 志津公民館

（佐倉市）　　

-

平成23年度 -

経常 単独 通常 8,142 △144
平成24年度 -

平成25年度 -

平成26年度 -

平成27年度 -

諸収入

189 7,998 1 188 7,809

地域住民各層の利用に応えるため、志津公民館施設の維 だれもが学習しやすい公民館、集会活動のよりどころと 市民にとっては、安全で快適な学習活動の場と機会の提

持・管理及び公民館運営に関わる庶務を行い、サービス業務の向上を図 なる公民館、親睦を深める場となる公民館として生涯学習のねらいを達 供を受けることができます。

ります。 成すべく、社会教育活動の中心施設としてその役割を果たすことに努め

・施設の提供(団体、グループ単位) ます。

利用時間 月・火・日曜日9時 ～ 17時 水・木・金・土曜日 9時 ～ 21

時（夜間の使用申込がない場合は17時で閉館）

休館日 第2・第4 月曜日 及び 年末年始 12月28日～1月4日

志津公民館は、建築後40年が経過し、施設の老朽 消費税増税による事業費の増加を抑えるため、諸 平成27年12月に志津公民館等複合施設として、移

化が進み、建て替えが計画されています。今後の建替えまでの間、施設 経費の削減に努めました。 転する計画が進んでいます。

の修繕等を計画的に行う必要があります。

使用料及び手数料

09 74 90 △16

11 3,282 3,054 228

12 297 282 1


